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第２章 地球温暖化の現状 

 

2.1 世界における現状   
 
（１） 世界における地球温暖化の現状 
 
2015（平成 27）年に国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）で「パ

リ協定」が採択され、「気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち、

1.5℃に抑える努力をすること等」を目標とし、この目標を達成するよう、世界

の温室効果ガスの排出のピークをできる限り早期に迎え、人為的な温室効果ガ

スの排出と吸収源による除去の均衡を今世紀後半に達成するために、最新の科

学に従って早期の削減を目指すとしています。 

IPCC により 2018（平成 30）年 10 月に公表された「1.5℃特別報告書」では、

気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、2030 年までに人為的二酸化炭素排出量を

2010（平成 22）年比で約 45％削減、2050年前後には実質ゼロにする必要がある

とし、1.5℃上昇と２℃上昇との間には、極端な気温上昇や豪雨の発生頻度など

について、有意な差があることが示されています。 

その後、2021（令和３）年８月に公表された「第６次評価報告書第Ⅰ作業部会

報告書（自然科学的根拠）」では、人間活動が大気･海洋及び陸域を温暖化させて

きたことには疑う余地がなく、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲

かつ急速な変化が現れていると指摘しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

出典：文部科学省及び気象庁「IPCC 第６次評価報告書第Ⅰ作業部会報告書 政策決定者向け要約 暫定訳」 

■1850～1900年を基準とした世界平均気温の変化  
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さらに、2022（令和４）年２月に公表された最新の「第６次評価報告書第Ⅱ作

業部会報告書（影響・適応・脆弱性）」によると、地球温暖化は、短期のうちに

1.5℃に達しつつあり、複数の気候ハザードの不可避な増加を引き起こし、生態

系及び人間に対して複数のリスクをもたらすことが指摘されています。 

現在、すでに工業化以前に比べて、人間活動によって世界の平均気温は 0.95

～1.20℃上昇（1850～1900 年と比較した 2011～2020 年の世界の平均気温）し

ていることが指摘されており、世界の平均気温の上昇を工業化以前の水準より

も 1.5℃に抑えるための努力を追求することが世界的に急務となっています。 

 

■温暖化によって予測される影響の比較（1.5℃上昇と２℃上昇の差） 

現象 1.5℃の上昇で起きること 2℃の上昇で起きること 1.5℃の上昇と比較して２℃上昇では 

気象 

・中緯度域の極端に暑い

日が約３℃昇温（H） 

・高緯度域の極端に寒い

夜が約 4.5℃昇温（H） 

・350.2±158.8 百万人の

都市人口が激しい干ば

つに曝される（M） 

・中緯度域の極端に暑い日

が約４℃昇温（H） 

・高緯度域の極端に寒い夜

が約６℃昇温（H） 

・410±213.5 百万人の都市

人口が激しい干ばつに曝

される（M） 

・高温継続期間、暑い日の頻度、強度増大(H) 

・低温継続期間、寒い夜の頻度、強度減少(H) 

・世界の陸域平均で大雨の強度／雨量増大(M) 

・極めてまれかつ最も極端な現象の頻度  

特に増大(H) 

・人が居住している地域での極端な高温  

大きく増大(H) 

・熱帯低気圧による大雨の頻度 増大(M) 

・熱帯低気圧の数は減少、非常に強い低気圧

は増加(L) 

・地中海地域と南アフリカで強い乾燥傾向 

増大(M) 

・高緯度地域、山岳地域、東アジア、北米東

部での大雨 特に増大(M) 

陸の 

生態系 

・昆虫の６％、植物の

８％、脊椎動物の４％が

生息域の半分以上を失

う(M) 

・昆虫の 18％、植物の

16％、脊椎動物の８％が

生息域の半分以上を失う

(M) 

・主要な生態系分類(biome)が変質するリス

クに曝される面積がほぼ倍増(M) 

人間の 

生態系 

・年間漁獲量が約 150 万

トン損失（M） 

・世界のトウモロコシの

作物生産が約 10％減少 

・年間漁獲量が 300 万トン

を超える損失（M） 

・1.5℃未満よりもトウモ

ロコシの作物生産が約

15％大幅に減少 

・暑熱に関連する疾病及び死亡のリスク  

増大(VH) 

・一部の動物媒介性感染症によるリスク  

増大(H) 

河川 

洪水 

・1976〜2005 年を基準と

して、洪水の影響を受け

る人口が、100%増加（M） 

・1976〜2005 年を基準とし

て、洪水による影響を受

ける人口が、170%増加（M） 

・洪水ハザードの影響を受ける陸域の割合 

増大(M) 

・流出が著しく増大する陸域面積 増大(M) 

海 

・サンゴ礁の 70〜90%が失

われる（H） 

・100 年に１度、夏の北極

海の海氷が消失（M） 

・サンゴ礁の 99%が失われ

る（VH） 

・10 年に１度、夏の北極海

の海氷が消失（M） 

・海水温度、海洋熱波の頻度 増大(H) 

・大西洋子午面循環(AMOC) 

かなり弱化する可能性が非常に高い 

・世界平均海面水位が 0.1m 高い(M) 

(VH)：確信度が非常に高い (H)：確信度が高い (M)：確信度が中程度 (L)：確信度が低い 

参考：環境省「IPCC AR6 特別報告書」より茨城県作成  
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（２） 世界におけるエネルギー消費・再生可能エネルギー＊の現状 
 
世界のエネルギー消費量（一次エネルギー）は経済成長とともに増加を続けて

おり、石油換算で 1965（昭和 40）年の 37億トンから年平均 2.3％の割合で増加

し続け、2020（令和２）年には 133億トンに達しました。 

今後、カーボンニュートラルの実現に向けては、エネルギー効率の向上や再生

可能エネルギーの普及拡大が重要となります。 

2020（令和２）年の世界のエネルギー消費全体に占める、風力、太陽光等の再

生可能エネルギーの割合は 5.7％と、いまだに大きくありませんが、今後、再生

可能エネルギーの比率は更に拡大すると予想されます。 

なお、日本の 2019（令和元）年度における発電電力量に占める再生可能エネ

ルギーの割合は 18.0％であり、再生可能エネルギーの発電設備容量は世界第６

位で、太陽光発電は世界第３位となっています。 

 

 
出典：経済産業省「日本のエネルギー2020」 

■主要国の発電電力量に占める再エネの割合の比較 

 

    
出典：経済産業省「日本のエネルギー2020」 

  ■各国の再エネ発電導入容量（2018 年実績）  ■各国の太陽光発電導入容量（2018 年実績）  
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2.2 日本における現状   
 
（１） 日本における平均気温、降水量の変化 
 
日本においても地球温暖化の影響が観測されており、年平均気温は、長期的に

みると 100年当たり 1.30℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温

となる年が頻出しています。 

一方、年降水量に長期的な変化は見られませんが、１時間降水量が 50mm以上

の短時間強雨の年間発生回数は、長期的にみると 10 年当たり 28.7 回の割合で

増加しています。 
 

 

提供：水戸地方気象台 

太線（青）：５年移動平均値、直線（赤）：長期変化傾向 

■日本の年平均気温偏差の経年変化 

 

 
提供：水戸地方気象台 

太線（青）：５年移動平均値 太線（青）：５年移動平均値、直線（赤）：長期変化傾向 

  ■日本の年降水量偏差の経年変化   ■全国の 1 時間降水量 50 ㎜以上の年間発生回数の経年変化   
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（２） 日本における温室効果ガス排出状況 
 
日本の温室効果ガス排出量は、2013（平成 25）年度以降、減少傾向が続いて

います。日本における二酸化炭素排出量（電気・熱配分後）の部門別の推移を見

ると、産業部門、運輸部門、業務部門及び家庭部門からの排出量は全て減少傾向

にあります。 

温室効果ガス排出量が減少した要因としては、エネルギー消費量の減少（省エ

ネルギー等）や、電力の低炭素化（再生可能エネルギーの導入拡大、原子力発電

所の再稼働等）に伴う電力由来の二酸化炭素排出量の減少等が挙げられます。ま

た、2020（令和２）年度値には、新型コロナウイルス感染症による影響も考慮す

る必要があります。 

 
出典：環境省「2020 年度（令和２年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」 

■日本の温室効果ガス総排出量（2020年度確報値） 

 

 
出典：環境省「2020 年度（令和２年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」 

■CO2の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移  
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（３） 日本における地球温暖化対策の取組 
 
2020（令和２）年 10月、国は「2050 年までに日本の温室効果ガスの排出を全

体としてゼロ、すなわち 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目

指す」方針を打ち出しました。 

その後、2021（令和３）年５月には、地球温暖化対策推進法が改正され、2050

年までの脱炭素社会の実現が基本理念として規定されました。また、地球温暖化

対策計画（2021（令和３）年 10月 22 日閣議決定）において、目標の削減量内訳

が部門別に示され、産業部門では 2013（平成 25）年度比で７％削減から 38％削

減へ、業務部門は 2013（平成 25）年度比で 40％削減から 51％削減へ、家庭部門

は 2013（平成 25）年度比で 39％削減から 66％削減へと大きく引き上げられま

した。 

国は、地球温暖化対策の推進にあたっては、経済活性化、雇用創出、地域が抱

える問題の解決、SDGs の達成にもつながるよう、地域資源、技術革新、創意工

夫をいかし、AI＊、IoT＊等のデジタル技術も活用しながら、環境・経済・社会の

統合的な向上に資するような施策の推進を図ることとしています。 

 

 

出典：環境省「令和３年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」 

■日本の温室効果ガス削減の中期目標と長期目標の経緯 
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（４） グリーン成長戦略＊ 
 
2050年カーボンニュートラルは、並大抵の努力では実現できず、エネルギー・

産業部門の構造転換、大胆な投資によるイノベーションの創出といった取組を、

大きく加速することが必要です。これを踏まえ、国は、2021（令和３）年６月に

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（グリーン成長戦略）」

を策定しました。 

グリーン成長戦略では、産業政策・エネルギー政策の両面から、成長が期待さ

れる自動車・蓄電池や水素、洋上風力などの 14の重要分野について実行計画を

策定し、国として高い目標を掲げ、可能な限り、具体的な見通しを示しています。

また、こうした目標の実現を目指す企業の前向きな挑戦を後押しするため、あら

ゆる政策を総動員するとしています。 

特に政策効果が大きく、社会実装までを見据えて長期間の取組が必要な領域

にて、具体的な目標とその達成に向けた取組へのコミットメントを示す企業等

を対象として、10 年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する

２兆円のグリーンイノベーション基金＊が造成されています。 

 

 
出典：経済産業省「カーボンニュートラルの広がり」 

■カーボンニュートラルの広がり  
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（５） 地域における脱炭素化の取組（地域脱炭素ロードマップ＊） 
 
地域脱炭素の取組は、それ自体が地域の成長戦略であり、再生可能エネルギー

などの地域が持つ様々な資源を活用して、地域が抱える様々な課題の解決と同

時に地域経済循環や地方創生を実現する機会となるとともに、国全体の脱炭素

への移行を足元から先導することにつながります。 

このため、国は、2021（令和３）年６月に地域脱炭素ロードマップを策定し、

2030（令和 12）年度までに集中して行う取組、施策を中心に、地域の成長戦略

ともなる地域脱炭素の行程と具体策を示しました。 

同ロードマップに基づき、地域脱炭素が、意欲と実現可能性が高いところから

その他の地域に広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」を起こすべく、以後５年間

を集中期間として政策を総動員し、2030（令和 12）年度までに少なくとも 100か

所の「脱炭素先行地域」をつくるとともに、全国で重点対策を実行していくこと

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「地域脱炭素ロードマップ 概要版」 

■地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像  
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（６） 日本のエネルギー戦略（第６次エネルギー基本計画） 
 
2021（令和３）年 10 月に閣議決定された「第６次エネルギー基本計画」にお

いて、2050年カーボンニュートラルや、2030（令和 12）年度の温室効果ガス排

出量 46％削減の実現に向けたエネルギー政策の道筋が示されています。 

再生可能エネルギーに係る政策について、再生可能エネルギーの主力電源化

を徹底し、最優先の原則で最大限の導入に取り組むこととしています。導入にあ

たっては、地域との共生を図るとともに、依然として発電コストが高い状況であ

るため、コスト低減を図り、国民負担を抑制するとともに、導入を促すことが重

要とされています。 

また、新たな「2030 年度におけるエネルギー需給の見通し」は、2030（令和

12）年度に温室効果ガスを 2013（平成 25）年度から 46％削減することを目指し、

さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明したことを踏まえ、徹底し

た省エネルギーや非化石エネルギーの拡大を進めていくことが示されており、

その中で、野心的な見通しとして、再生可能エネルギーの導入割合を 36％～38％

に引き上げる方針が示されています。 

 

 

 

 

出典：経済産業省「2030 年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）」 

 

■2030年度の電力需要       ■電力由来エネルギー起源 CO2排出量   
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2.3 本県における現状   
 
（１） 本県における地球温暖化の現状 
 
本県においても、地球温暖化が影響している可能性のある現象が確認されて

おり、今後もその影響が増加することが懸念されています。 

気象庁のデータによると、1897年～2022年における水戸気象台（水戸市）の

年平均気温は、100年当たり 1.5℃の割合で上昇し、つくば（館野）（つくば市）

の年平均気温は、同じく 100年当たり 2.3℃の割合で上昇しています。 

また、水戸気象台（水戸市）の年間猛暑日日数は、10 年当たり 0.3 日の割合

で増加し、つくば（館野）（つくば市）の年間猛暑日日数は、同じく 10年当たり

0.5日の割合で増加し、近年に入って急激に増加しています。 
 

 
提供：水戸地方気象台 

太線（青）：５年移動平均値、直線（赤）：長期変化傾向 

水戸市                 つくば市（館野） 

■年平均気温の経年変化 

 

 

提供：水戸地方気象台 

太線（青）：５年移動平均値、直線（赤）：長期変化傾向 

水戸市                 つくば市（館野） 

■年間猛暑日（日最高気温 35℃以上）日数の経年変化  
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1897 年～2022 年における水戸市の年降水量は、100 年当たり約 140mm の減少

傾向がみられる一方で、本県では１時間降水量 50mm以上の発生回数が増えてい

ます。 

2015（平成 27）年には平成 27年９月関東・東北豪雨により、９月７日から 10

日にかけて、本県の南部を中心に記録的な大雨となり、鬼怒川などが氾濫するな

どして人的被害、洪水害、浸水害などが発生し、死者 16名（常総市 15、境町 1）、

床上浸水 230件、床下浸水 3,880件などの甚大な被害が発生しました。 

さらに、2019（令和元）年には令和元年東日本台風（台風第 19 号）により、

10 月 12 日から 13 日にかけて、強い風と非常に激しい雨が降り、海上ではうね

りを伴った猛烈なしけとなり、大雨による人的被害や建物等の被害、鉄道の運休

や広域の停電などの交通障害やライフラインへの影響といった甚大な被害が発

生しました。 

 

 
提供：水戸地方気象台 

太線（青）：５年移動平均値、直線（赤）：長期変化傾向            直線（赤）：長期変化傾向 

■水戸市の年降水量の経年変化      ■本県の 1時間降水量 50㎜以上の 
年間発生回数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 27年９月関東・東北豪雨     ■令和元年東日本台風（台風第 19号） 
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（２） 本県の気候の将来予測（気温と降水の変化） 
 
水戸地方気象台・東京管区気象台「茨城県の気候変動」によると、21 世紀末

の本県の年平均気温は、現状以上の削減努力を行わなかった場合（RCP8.5 シナ

リオ）、産業革命以前に比べて、約 4.2℃上昇し、世界全体が温室効果ガス削減

に最大限努力した場合（RCP2.6シナリオ）でも、約 1.3℃上昇すると予測されて

います。 

本県の降水の状況については、21 世紀末には滝のように降る雨（１時間降水

量 50mm以上）の発生が RCP8.5シナリオでは、産業革命以前に比べて、約 3.2倍

に増加すると考えられ、猛暑日や熱帯夜の日数が増え、冬日の日数が減ることが

予測されています。 

 

■気候の将来予測 

事象 RCP2.6 RCP8.5 

降水量 50mm以上の雨の発生頻度 約 1.9倍に増加 約 3.2倍に増加 

雨の降らない日 ― 約８日増加 

猛暑日 日最高気温 35℃以上 ４日程度増加 23日程度増加 

真夏日 日最高気温 30℃以上  14日程度増加 53日程度増加 

熱帯夜 日最低気温 25℃以上 10日程度増加 53日程度増加 

冬日 日最低気温０℃未満 16日程度減少 46日程度減少 

 

 

 

（３） 本県の温室効果ガス排出量の推計方法 
 
対象の温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項で規定する、二酸

化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン

類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）及び三ふっ

化窒素（NF3）の７種類の温室効果ガスとしています。 

温室効果ガス排出量の推計方法は、環境省の「地方公共団体実行計画（区域施

策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」の手法に準じ、入手可能な最新の

各種統計資料をもとに推計しています。 

また、産業部門のうち鉄鋼業、化学工業等については、大規模事業所が集約し

て立地する本県の特徴をより明確に捉えるため、茨城県地球環境保全行動条例＊

の報告書のデータを用いています。 
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■対象とする温室効果ガス 

※ 「廃棄物の原燃料使用」は、分別・収集したプラスチックごみを、固形燃料等にして、燃料として使

用すること。 

 

参考：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」 

より茨城県作成 

 

  

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数＊ 主な排出活動 

二酸化炭素（CO2） １ 

燃料の使用、他人から供給された電気

の使用、他人から供給された熱の使用、

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄

物の原燃料使用※など 

メタン（CH4） 25 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、

自動車の走行、耕作、家畜の飼養及び排

せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃

棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用、

廃棄物の埋立処分、排水処理など 

一酸化二窒素（N2O） 298 

工業プロセス、炉における燃料の燃焼、

自動車の走行、耕地における肥料の施

用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の

焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の

原燃料使用、排水処理など 

代
替
フ
ロ
ン
等
４
ガ
ス 

ハイドロフルオロ

カーボン類（HFCs） 
12～14,800 

クロロジフルオロメタン又は HFCs の

製造、冷凍空気調和機器、プラスチッ

ク、噴霧器及び半導体素子等の製造、溶

剤等としての HFCs の使用など 

パーフルオロカー

ボン類（PFCs） 
7,390～17,340 

アルミニウムの製造、PFCs の製造、半

導体素子等の製造、溶剤等としての

PFCs の使用など 

六ふっ化硫黄（SF6） 22,800 

マグネシウム合金の鋳造、SF6の製造、

電気機械器具や半導体素子等の製造、

変圧器、開閉器及び遮断器その他の電

気機械器具の使用・点検・排出など 

三ふっ化窒素（NF3） 17,200 NF3の製造、半導体素子等の製造など 
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（４） 2019（令和元）年度の温室効果ガスの排出状況 
 
Ａ 温室効果ガスの総排出量 

本県における 2019（令和元）年度の温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素

換算で 47,404 千 t-CO2
＊となっています。 

温室効果ガス排出量のうち、二酸化炭素が約 95％を占めており、44,791 千

t-CO2となっています。 

 

温室効果ガスの種類 
排出量 

（千 t-CO2） 
割合 

 
国の割合 

二酸化炭素（CO2） 44,791 94.5％  91.4％ 
メタン（CH4） 594 1.3％  2.3％ 
一酸化二窒素（N2O） 666 1.4％  1.6％ 
ハイドロフルオロカーボン(HFCs) 978 2.1％  4.1％ 
パーフルオロカーボン（PFCs） 108 0.2％  0.3％ 
六ふっ化硫黄（SF6） 251 0.5％  0.2％ 
三ふっ化窒素（NF3） 16 0.0％  0.0％ 

総排出量 47,404 100.0％  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本県の温室効果ガス排出量（2019年度） 
 

 

■本県の温室効果ガス排出量の推移  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

二酸化炭素 49,684 48,272 47,118 45,834 44,291 45,402 44,791
メタン 638 624 597 592 583 594 594
一酸化二窒素 673 670 666 657 661 661 666
ハイドロフルオロカーボン 663 734 797 844 907 930 978
パーフルオロカーボン 93 95 90 96 118 108 108
六ふっ化硫黄 150 167 283 261 484 476 251
三ふっ化窒素 31 28 30 33 18 13 16

51,932 50,591 49,582 48,318 47,061 48,183 47,404温室効果ガス合計

51,932 50,591 49,582 48,318 47,061 48,183 47,404

30,000

40,000

50,000

60,000

0

排出量（千t-CO2）

二酸化炭素 94.5%

2019年度
47,404

千t-CO2

メタン 1.3％
一酸化二窒素 1.4％
代替フロン等 2.9％
ＨＦＣｓ 2.1％

ＰＦＣｓ 0.2％

ＳＦ６ 0.5％

ＮＦ３ 0.0％
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Ｂ 二酸化炭素の部門別排出量 

本県における 2019（令和元）年度の二酸化炭素の部門別排出量は、産業部

門が全体の約 63％を占め、次いで運輸部門（約 14％）、業務部門（約９％）、

家庭部門（約８％）の順となっています。本県は、鹿島臨海工業地帯を有して

おり、鉄鋼や石油化学製品の生産量が多いことなどから、産業部門の排出割合

が国の約２倍と非常に高いことが大きな特徴となっています。 

産業部門の二酸化炭素排出量の約 98％を製造業が占めています。 

 

排出部門 
排出量 

（千 t-CO2） 
割合 

 
国の割合 

産業部門 28,282 63.1％  34.8％ 
業務部門 4,050 9.0％  17.5％ 
家庭部門 3,766 8.4％  14.4％ 
運輸部門 6,237 13.9％  18.6％ 
エネルギー転換部門 1,010 2.3％  7.8％ 
工業プロセス部門 633 1.4％  4.1％ 
廃棄物部門 814 1.8％  2.8％ 

合  計 44,791 100.0％  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本県の CO2排出量（2019 年度、部門別） ■国の CO2排出量（2019 年度、部門別） 

 

 
■本県の CO2排出量の推移（部門別）  

49,684 48,272 47,118 45,834 44,291 45,402 44,791

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

排出量（千t-CO₂）

産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 工業プロセス部門 廃棄物部門

産業部門

34.8%

業務部門

17.5%

家庭部門

14.4%

運輸部門

18.6%

2019年度
1,105

百万t-CO2

エネルギー転換部門 7.8％
工業プロセス部門 4.1％
廃棄物部門、他 2.8％

産業部門 63.1%

業務部門

9.0%

家庭部門

8.4%

運輸部門

13.9%

2019年度
44,791

千t-CO2

エネルギー転換部門 2.3％
工業プロセス部門 1.4％
廃棄物部門 1.8％
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 コラム    二酸化炭素の排出部門の概要 
 

○エネルギー起源二酸化炭素 

産業部門 ：農林水産業、鉱業、建設業、製造業における燃料、電力の使用に伴う排出 

業務部門 ：事務所・ビル、商業・サービス業施設や公的機関等における燃料、電力の

使用に伴う排出 

家庭部門 ：家庭における電気やガスなどの使用に伴う排出 

運輸部門 ：自動車（マイカーを含む）、鉄道、船舶、航空における燃料、電力の使用

に伴う排出 

エネルギー転換部門 

：火力発電所等の施設における燃料、電力の使用や送配電ロスに伴う排出

（発電する際のエネルギー使用に伴い発生する二酸化炭素は、電力を使

用している産業、業務、家庭等の各部門に計上） 

 

○非エネルギー起源二酸化炭素 

工業プロセス部門 

：セメント製造工程における石灰石からの排出など、工業材料の化学変化

に伴う排出 

廃棄物部門：一般廃棄物、産業廃棄物の焼却による排出 
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Ｃ メタンの部門別排出量 

本県における 2019（令和元）年度のメタンの部門別排出量は、農業部門が

全体の８割以上を占め、次いで廃棄物部門、エネルギー（燃料の燃焼）の順と

なっており、国の割合と比較すると農業の占める割合が高いことが本県の特徴

となっています。 

 

排出部門 
排出量 

（千 t-CO2） 
割合 

 
国の割合 

エネルギー（燃料の燃焼） 46 7.7％  6.4％ 
工業プロセス 2 0.4％  0.1％ 
農業 493 83.0％  77.1％ 
廃棄物 53 9.0％  16.4％ 

合  計 594 100.0％  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本県のメタン排出量（2019年度、部門別） 

 

 
■本県のメタン排出量の推移（部門別） 

 

  

638 624 597 592 583 594 594

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

排出量（千t-CO₂）

農業 廃棄物 エネルギー（燃料の燃焼） 工業プロセス

農業 83.0%

廃棄物

9.0%

2019年度
594

千t-CO2

エネルギー（燃料の燃焼） 7.7％
工業プロセス 0.4％
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Ｄ 一酸化二窒素の部門別排出量 

本県における 2019（令和元）年度の一酸化二窒素の部門別排出量は、農業

部門が全体の６割以上を占め、次いでエネルギー（燃料の燃焼）、廃棄物部門

の順となっており、メタンと同様に、国の割合と比較すると農業の占める割合

が高いことが本県の特徴となっています。 

 

排出部門 
排出量 

（千 t-CO2） 
割合 

 
国の割合 

エネルギー（燃料の燃焼） 194 29.2％  27.5％ 
工業プロセス及び製品の使用 1 0.2％  4.7％ 
農業 435 65.4％  46.9％ 
廃棄物 35 5.2％  20.9％ 

合  計 666 100.0％  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本県の一酸化二窒素排出量（2019年度、部門別） 

 

 
■本県の一酸化二窒素排出量の推移（部門別） 
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農業 廃棄物 エネルギー（燃料の燃焼） 工業プロセス

エネルギー

（燃料の燃焼）

29.2%

工業プロセス及

び製品の使用

0.2%

農業 65.4%

廃棄物 5.2%

2019年度
666

千t-CO2
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Ｅ 代替フロン等４ガス 

本県における 2019（令和元）年度の代替フロン等４ガスの排出量は、ハイ

ドロフルオロカーボン（HFCs）が全体の７割以上を占め、次いで六ふっ化硫黄

（SF6）、パーフルオロカーボン（PFCs）の順となっています。 

 

排出部門 
排出量 

（千 t-CO2） 
割合 

 
国の割合 

ハイドロフルオロカーボン(HFCs) 978 72.3％  89.7％ 
パーフルオロカーボン（PFCs） 108 8.0％  6.2％ 
六ふっ化硫黄（SF6） 251 18.5％  3.6％ 
三ふっ化窒素（NF3） 16 1.1％  0.5％ 

合  計 1,352 100.0％  100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本県の代替フロン等４ガス排出量（2019年度、部門別） 

 

 

■本県の代替フロン等４ガス排出量の推移（部門別） 
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（５） これまでの取組等 
 
 Ａ 温室効果ガスの削減状況 

2017（平成 29）年３月に改定した実行計画（以下「2017 年計画」という。）

では、国の地球温暖化対策計画や産業界における自主的な目標を踏まえ、2030

（令和 12）年度における二酸化炭素排出量を 2013（平成 25）年度比で、産業

部門９％、業務部門 40％、家庭部門 39％、運輸部門 28％とする削減目標を設

定し、二酸化炭素の排出削減対策を進めてきました。その結果、削減目標に対

する現状の進捗率（2019 年度）は、産業部門において 88％、業務部門 43％、

家庭部門 48％、運輸部門 21％であり、概ね順調に温室効果ガスの削減が進ん

でいます。 

■温室効果ガスの削減状況 

（単位：千 t-CO2） 

部門 

排出量 ③2019年

度削減量 

(①-②) 

2019年度 

進捗率 

(④/③) 

〈参考〉④2017

年計画における

2030年度目標 
①2013年度 

（基準年） 

②2019年度 

（直近） 

産業部門 30,723 28,282 ▲2,441 88％ ▲2,765(▲ 9％) 

業務部門 4,893 4,050 ▲843 43％ ▲1,957(▲40％) 

家庭部門 4,638 3,766 ▲872 48％ ▲1,809(▲39％) 

運輸部門 6,622 6,237 ▲385 21％ ▲1,854(▲28％) 

 

 

コラム    新たな温室効果ガス削減目標に対する進捗率 

 

これまで、本県では、県民総ぐるみによる地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進

し、温室効果ガスを削減してきたところです。 

新たな温室効果ガス削減目標（第３章を参照）に対する、現状の進捗率（2019 年度）

は、産業部門において 21％、業務部門 34％、家庭部門 28％、運輸部門 17％となってい

ます。 

（単位：千 t-CO2） 

部門 

削減量 ①に対する

2019年度 

進捗率 

②に対する2019

年度進捗率 
①2017年計画にお

ける2030年度目標 

②新たな 

2030年度目標 

産業部門 ▲2,765(▲ 9％) ▲11,675(▲38％) 88％ 21％ 

業務部門 ▲1,957(▲40％) ▲2,495(▲51％) 43％ 34％ 

家庭部門 ▲1,809(▲39％) ▲3,061(▲66％) 48％ 28％ 

運輸部門 ▲1,854(▲28％) ▲2,318(▲35％) 21％ 17％ 
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Ｂ これまでの取組 

これまでは、県民、事業者、団体、市町村、県など、あらゆる主体が、地球

温暖化に対する意識を高め、全員が連携・協働して自主的かつ積極的に取り組

む、「県民総ぐるみによる地球温暖化対策」を基本方針に掲げ、次の地球温暖

化対策を推進してきました。 

 

■これまでの緩和策（排出抑制策）・主な取組 

緩和策（排出抑制策） 主な取組 

１ 
県民運動「いばらきエコスタ

イル」の普及啓発 

・家庭における省エネルギーの取組推進 

・「茨城エコ事業所登録制度」の普及促進 等 

２ 
事業所からの温室効果ガスの

排出削減 

・中小規模事業所における省エネルギー対策の 

支援 

・環境保全型農業の普及・拡大 等 

３ 
環境に配慮した住まいづくり

の推進 

・家庭の省エネルギー診断の実施 

・住宅における省エネルギー・再生可能エネル 

ギー設備の導入支援 等 

４ 
自動車からの二酸化炭素排出

量の削減対策の推進 

・次世代自動車＊の普及支援 

・エコドライブの普及促進 等 

５ 
環境に配慮したエネルギーの

研究開発と利活用の推進 

・太陽光発電施設の適正な導入の推進 

・新たなエネルギー導入に向けた検討 等 

６ 低炭素なまちづくりの推進 

・コンパクトシティの推進 

・地産地消＊の推進 

・公共交通サービスの利用促進 等 

７ 
森林の二酸化炭素吸収機能の

向上 

・間伐＊等の森林整備の推進 

・県産木材の利用促進 

・県民参加の森づくりの推進 等 

８ 県自らの率先実行の推進 
・地方公共団体実行計画（事務事業編）である 

「県庁エコ・オフィスプラン」に基づく取組 

 

■これまでの適応策・主な取組 

適応策 主な取組 

９ 

気候変動適応策（農林水産業、

自然災害･沿岸域、水環境･水

資源、自然生態系、健康） 

・気候変動に適応した品種選定 

・生物多様性＊への影響の把握 

・熱中症対策 等 
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一方、地球温暖化が進行し、気候変動による大雨や台風等の被害、農作物や

生態系への影響等が懸念されている中、昨今、国際的にカーボンニュートラル

への動きが加速しています。 

国においては、2021（令和３）年に、地球温暖化対策推進法を改正し「2050

年カーボンニュートラル」を基本理念に位置付けるとともに、温室効果ガス削

減目標を改定したところです。 

本県においても、地球温暖化による気候変動などへの深刻な影響や、国内外

の動向を踏まえ「第２次茨城県総合計画（2022（令和４）年３月）」や実行計

画等に基づき、これまでの取組を拡充し、地球温暖化対策に取り組んでいく必

要があります。 

 

 


